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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
公契約大綱に基づき、公契約の適正化を進めることにより、公契約に対する府民

の信頼を確保し、府民福祉の増進及び地域経済の健全な発展に寄与するため、次の

とおり、入札契約制度等の改正を行いました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

１ 金入設計書の情報提供【令和６年度からの再掲】 

 

 

２ 見積活用方式の試行 

 

 

３ 土木工事書類簡素化ガイドラインの改正 

 

 

４ ウィークリースタンス実施要領の策定 

 

 

５ 公契約大綱の改正 

 

 

 

手続きの簡素化や審査期間の短縮等を図るため、情報公開制度により公開して

きた建設工事等の金入設計書を情報提供の対象に移行 

標準積算と実勢価格との乖離が見込まれる工事において、実勢価格を予定価格

に反映させるため、「見積活用方式」を試行 

簡素化対象となる土木工事書類の取扱いを明確にし、書類作成に係る負担の軽

減を図るため、土木工事書類簡素化ガイドラインを改正 

受発注者で業務姿勢を定め、計画的・効率的履行と品質向上、担い手確保・育成

を図るため、ウィークリースタンス実施要領を策定 

第三次・担い手３法が令和７年 12 月 12 日に全面施行されたことを受け、公契

約大綱を改正 
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６ 事後審査型総合評価の試行 

 

 

７ 労務費ダンピング調査 

 

 

８ 入札金額内訳書への材料費・労務費等の明示 

 

 

９ コミットメント条項の適用 

 

 

 

 

 

総合評価競争入札における技術資料の修正や再提出など、受発注者双方の事務

負担の軽減を図るため、「事後審査型総合評価競争入札」を試行 

建設労働者への賃金の行き渡りを確保するため、入札金額内訳書に記載された

労務費等の適正性の調査（労務費ダンピング調査）を実施 

建設労働者への賃金の行き渡りを確保するため、入札金額内訳書に材料費・労

務費等の明示がないものを、無効な入札とします。 

建設労働者への賃金の行き渡りを確保するため、工事請負契約書にコミットメ

ント条項の適用 
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１ 主 旨 

建設工事等の金入設計書は、京都府情報公開条例に基づき、情報公開制度によ

り公開してきましたが、同制度によらない情報提供の対象とし、手続きの簡素化

や審査期間の短縮等、入札契約制度の更なる透明性の確保を図ることとしました。 

 

２ 内 容 

 

 

３ 適用日 

令和７年４月１日から適用開始 

１ 金入設計書の情報提供【令和６年度からの再掲】 
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１ 主 旨 

建設交通部所管工事のうち標準積算と実勢価格に乖離が生じていると考えら

れるものを対象として、入札参加者から提出される見積の平均的な単価及び歩掛

を採用し、予定価格を作成する「見積活用方式」を試行することとしました。 

 

２ 内 容 

 
 

３ 適用日 

令和７年６月４日から施行 

 

２ 見積活用方式の試行 
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１ 主 旨 

簡素化対象となる土木工事書類の取扱いを明確にし、書類作成に係る負担の軽

減を図るため、土木工事書類簡素化ガイドラインを改正することとしました。 

 

２ 適用日 

令和７年９月１日から施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 主 旨 

受発注者間で 1 週間の仕事の取組(スタンス)を目標として定め、計画的・効率

的に工事及び業務を履行することで、より一層の品質向上に努めるとともに、ワ

ークライフバランスの推進など、担い手の確保、育成を図ることを目的に、ウィ

ークリースタンス実施要領を策定することとしました。 

 

２ 適用日 

令和７年９月１日から施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土木工事書類簡素化ガイドラインの改正 

４ ウィークリースタンス実施要領の策定 
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１ 主 旨 

令和７年 12 月 12 日に全面施行された「第三次・担い手 3 法」に掲げられた、

「担い手確保」、「生産性向上」、「地域における対応力強化」の措置のうち、公契

約における受発注者関係の更なる適正化へ向け、府として取組の拡充を行うもの

について大綱に反映させるため、公契約大綱を改正することとしました。 

 

２ 主な見直し事項 

(1) 担い手確保 

・労務費等、必要経費が見積書等に内訳明示されているか確認 

・「工期に関する基準」に基づき、自然要因（降雨・降雪・猛暑日等）等を考慮した適 

正な工期の確保 

・建設現場で働く誰もが働きやすい職場環境の整備を促進 

(2) 生産性向上 

・建設キャリアアップシステム等情報通信技術を含む、新技術を活用した効率化・合 

理化の促進 

(3) 地域における対応力強化 

・地域の実情を踏まえた適切な条件・規模による発注をすることとし、建設工事の一 

般競争入札では、原則として応札可能者数を概ね 10 者以上確保し、工事内容や 

規模に応じて応札可能者数の更なる確保を図るなど、入札参加資格要件を適切に 

設定 

・建設工事の指名競争入札では、原則として概ね 10 者以上を指名 

・災害協定に基づく災害復旧工事等に従事する者の労災保険契約の締結を促進 

 

３ 適用日 

令和７年 12 月 12 日から施行   

５ 公契約大綱の改正 
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１ 主 旨 

総合評価競争入札における技術資料の修正や再提出など、受発注者双方の事務

負担の軽減を図るため、落札候補者のみを対象に技術資料を審査する「事後審査

型総合評価競争入札」を試行することとしました。 

 

２ 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 適用日 

令和８年４月１日から施行 

６ 事後審査型総合評価の試行 
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１ 主 旨 

建設労働者への賃金の行き渡りを確保するため、入札金額内訳書に記載された

労務費等の適正性の調査（労務費ダンピング調査）を実施することとしました。 

 

２ 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 適用日 

令和８年４月１日から施行 

 

７ 労務費ダンピング調査 
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１ 主 旨 

建設労働者への賃金の行き渡りを確保するため、入札金額内訳書に材料費・労

務費等の明示がないものについては、無効な入札として取り扱うこととします。 

 

２ 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 適用日 

令和８年４月１日から施行 

 

８ 入札金額内訳書への材料費・労務費等の明示 
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１ 主 旨 

建設労働者への賃金の行き渡りを確保するため、建設工事請負契約書に、労務

費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項（いわゆる「コ

ミットメント条項」）を新たに規定します。 

 

２ 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 適用日 

令和８年４月１日から施行 

 

 

９ コミットメント条項の適用 


